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１．課税売上高が1千万円未満で免税事業者の一人親方

①最終的には、課税事業者にならざるをえない

・利益に影響がでる

②適格請求書発行事業者の登録申請、簡易課税制度

選択届等の申請、発行事業者番号の通知

③消費税の申告、納付

④適格請求書（インボイス）の発行、又は元請の支払

通知書に発行事業者番号記載

２．すでに課税事業者である一人親方は影響少ない

①適格請求発行事業者の登録申請、適格請求書の発行

・利益に影響はない 2



１．導入理由

消費税の適正納付、課税事業者と免税事業者の不公平是正

２．導入による影響

免税事業者である一人親方が課税事業者にならないと元請の利益が

減少するため、元請から課税事業者になるよう求められる可能性が高い。
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■下請が適格請求書を導入した場合 ■下請が適格請求書を導入しない場合

ハウスメーカー（そのまま） （万円） ハウスメーカー（利益減少） （万円）

収支 金額 消費税 収支 金額 消費税

顧客へ売上（売上税額） 3,000 300 顧客へ売上（売上税額） 3,000 300

経費（仕入税額） -1,500 -150 経費（仕入税額） -1,500 -150

一人親方へ（仕入税額） -900 -90 一人親方へ（仕入税額） -990 0

納税すべき消費税 60 納税すべき消費税 150

利益 600 利益 510



１．元請からの要求と対応

当初は、免税事業者でも軽減税率の猶予期間があるが、①利益の減少

②経理システムの一律対応等の点で、課税事業者になるよう求められる

可能性が高く、課税事業者になる手続きを進めるのがベスト。

２．課税事業者になった場合の影響

課税事業者になると、下記の通り利益が減少する。
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■適格請求書導入後、原則課税事業者に ■適格請求書導入後、簡易課税事業者に

一人親方（消費税分利益減少） 一人親方（消費税分利益減少）

収支 金額 消費税 収支 金額 消費税

売上（売上税額） 900 90 売上（売上税額） 990 0

経費（仕入税額） 200 -20 経費（仕入税額） 220 0

納付すべき消費税 70 納付すべき消費税 36 36

利益 700 利益 734

■一人親方が免税事業者のまま

一人親方（利益そのまま）

収支 金額 消費税

売上（売上税額） 990 0

経費（仕入税額） 220 0

納付すべき消費税 0

利益 770



１．取引による消費税の違い

①課税取引➡原則、全取引で消費税が課税（②を除く）

②免税・非課税・不課税取引➡例外で、消費税がかからない取引

２．業者の規模による違い

①課税事業者➡原則全事業者課税（②を除く）

②免税事業者➡前々年の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者

（多くの一人親方）

３．期間による違い

①開業後２年間➡免税事業者

（適格請求書制度導入後は課税事業者選択？）

②開業後３年後➡課税事業者（課税売上高1,000万円以上の場合）

5



４．消費税の内訳

税率は

①標準税率10 %

②軽減税率８%の複数税率

５．消費税の計算

①原則課税

売上税額 － 仕入税額 ＝消費税額

（課税売上高×10％） （課税仕入額×10％）

②簡易課税制度（前々年度の課税売上高5,000万円以下）

売上税額 － 仕入税額 ＝消費税額

（課税売上高×10％）（課税売上高×みなし仕入率（一人親方60％））
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６．元請の消費税計算

１）現状の消費税額

①売上税額 － 仕入税額 ＝ 支払消費税額

（顧客売上×10％） （資材購入・外注費×10％ ）

２）適格請求書導入後の消費税額（適格請求書による控除）

①売上税額 － 仕入税額 ＝ 支払消費税額

（顧客売上×10％） （資材購入×10％（原則課税の場合））

外注業者（一人親方）が免税事業者（適格請求書を発行できない）のまま

では、外注費×10%分が仕入税額控除できなくなり、消費税額が増加。

外注費が月額900万円とすると▲90万円利益減少。（消費税が＋90万円）
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仕入税額控除

免税事業者へ
の発注でも控
除できる
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１．適格請求書

所定の項目が記載されている支払通知書等も適格請求書とみなされます。



１．一人親方の課税事業者の選択

原則課税ではなく簡易課税事業者を選択したほうが影響は少ない。

2．導入スケジュール

①適格請求書発行事業者登録申請手続期限 令和5年3月31日

②消費税簡易課税制度選択届の期限（上記と一緒に） 令和5年12月31日（但し上記）

③適格請求書発行事業者登録日 令和5年10月1日

④適格請求書（インボイス）制度適用開始 令和5年10月1日
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■適格請求書導入後、原則課税事業者に ■適格請求書導入後、簡易課税事業者に ■一人親方が免税事業者のまま

一人親方（消費税分利益減少） 一人親方（消費税分利益減少） 一人親方（利益そのまま）

収支 金額 消費税 収支 金額 消費税 収支 金額 消費税

売上（売上税額） 900 90 売上（売上税額） 990 0 売上（売上税額） 990 0

経費（仕入税額） 200 -20 経費（仕入税額） 220 0 経費（仕入税額） 220 0

納付すべき消費税 70 納付すべき消費税 36 36 納付すべき消費税 0

利益 700 利益 734 利益 770



10

１．手続きの流れ
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１．スケジュール

消費税簡易課税制度選択届の届出は必要
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一人親方の場合のみなし仕入れ率は、第４種事業として６０％となります。
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または、支払通知書の保存

または、修正された支払通知書の保存
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元請より支払通知書が発行されない場合は適格請求書の発行が必要になる。

現行の請求書 適格請求書

■発行者の氏名又は名称 現行の請求書にプラスして

■取引年月日 ■適格請求書発行事業者の登録番号

■取引内容 ■軽減税率の対象品である旨

■対価の金額
■税率ごとに合計した税抜き又は
税込価格及び適用税率

■受領者の氏名又は名称 ■税率ごとの消費税額
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１．消費税の確定申告、消費税納付
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１．課税事業者を選択するかしないかを決める。
課税事業者選択の場合は下記の通り

２．原則課税事業者とするか簡易課税事業者のいずれかを選択

令和５年３月３１日までに、下記手続き
１．「適格請求書発行事業者登録」の申請
２．「簡易課税事業者選択届出」の提出
３．登録通知後、「適格請求書発行事業者登録番号」を元請に届出

令和５年１０月１日以降、下記いずれか
１．元請より、新書式の「支払通知書」受領
２．または、元請に対して「適格請求書」により請求。

１０月１日以降の取引は、消費税対象
１．消費税分は預り金となり、後払いになるため資金繰りに注意

令和６年３月３１日までに（毎年）
２．消費税の申告・納付を行う。

振替納税の手続きをすると振替日は４月２６日になる。
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・所在地 〒190-0022

東京都立川市錦町1-8-14鈴木ビル202号
・事務所名 林社会保険労務士事務所、行政書士事務所
・電話 042-595-6890

・FAX 042-595-6895

・電子ﾒｰﾙ hiro.hayashi@hayashi-sr.net

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://hayashisr.com/ 

・労災保険・雇用保険・社会保険等の手続
・就業規則の作成、変形労働時間制提案
・働き方改革対応、労働時間の見直し
・年金相談、ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ、退職金ｾﾐﾅｰ
・労務管理、安全衛生管理、リスク対策
・賃金制度改革、給与計算代行
・独立起業サポート（一人親方）

業務内容

・助成金の申請代行（雇用関連、建設業関連）
・退職金制度、生命保険、損害保険コンサル
・講演、個別相談会
・建設業の財務分析、経営改善
・建設業許可申請、決算届
・建設キャリアアップ登録代行


